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                         １－参考１ 

個人住民税賦課に関する事務の特定個人情報保護評価について 

１ 趣旨 

 平成２５年５月３１日に公布された行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」という。）に基づき、

平成２７年１０月に個人番号が国民一人一人に付番されることから、個人番

号を含む個人情報ファイル（以下「特定個人情報ファイル」という。）を保

有して事務を執行することとなります。 

特定個人情報ファイルを保有しようとする場合は、番号法第２７条の規定

に基づき、当該特定個人情報の取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に

与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させ

るリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置等を講じ 

ていることを確認の上、特定個人情報保護評価書（以下「評価書」という。）

を作成することが義務付けられています。 

評価書については、番号法による特定個人情報保護評価指針（以下「指針」 

という。）が示されており、指針に基づき作成し、住民等の意見聴取の後、

第三者機関の点検を受け、公表することとなります。 

２ 本市の対応 

本市では、個人住民税賦課に関する事務において、特定個人情報ファイル

を保有して事務を執行することから、評価書を作成します。 

評価書については、指針に基づき、基礎項目評価及び全項目評価からなる

評価書を作成するものです。 

３ 評価書（案）の構成・内容 

評価書（案）は、１－参考３のとおりで、以下の構成・内容です。 

 基本情報 

個人住民税賦課に関する事務の内容、同事務において使用するシステム、

保有する特定個人情報ファイル名、ファイルを取り扱う理由などを記載し

ています。 

 特定個人情報ファイルの概要 

個人住民税賦課に関する事務の保有する各々の特定個人情報ファイルの

対象となる本人の数・範囲等の基本情報、特定個人情報の入手・使用、特
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定個人情報ファイルの取扱い委託、特定個人情報の提供・移転などを記載

しています。 

 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 

個人住民税賦課に関する事務の保有する各々の特定個人情報ファイルに

ついて、想定されるリスクとそのリスク対策を記載しています。 

 その他リスク対策 

内部監査の実施、従業者に対する教育・啓発などを記載しています。 

 開示請求、問合せ 

特定個人情報の開示等の請求を行う場合の請求先、取扱いに関する問合

せ先を記載しています。 

 評価実施手続 

評価書（案）の作成に必要な手続きと今後の予定を記載しています。 

４ 今後の予定 

評価書（案）をパブリックコメント手続により公表して意見を求め、津市

情報公開・個人情報保護審査会の点検を受け、評価書として公表します。 



宛名・口座特定個人情報ファイル 個人住民税特定個人情報ファイル 

特定個人情報 

ファイルの概要 

個人住民税の賦課決定において、納税義務者・扶養関係

者の本人情報を正確に管理するためのファイル 

個人住民税の適正な賦課を行うための申告情報及び各

種控除を確認するための関係情報を管理するためのファ

イル 

特定個人情報

の入手 

○住民基本台帳に記載されている住民の特定個人情報

は、住民基本台帳システムの更新結果が反映されま

す。 

○住民基本台帳に記載されていない課税対象者及び被

扶養者等の特定個人情報は登録が必要となった都度

入手します。 

○当初賦課については、申告情報及びその他課税に必

要な情報を１月～４月にかけて入手します。 

○賦課更正については、当初賦課以降の新規申告及び

税額更正に関する申告時に、随時申告情報等を入手し

ます。 

特定個人情報

の使用方法 

○課税資料データ等の本人特定を行うため使用します。 

○通知書等の帳票作成時に宛名を印字するため使用し

ます。 

○各種課税資料から賦課内容を決定し、税額を通知する

ため使用します。 

○税額更正の申告等により賦課更正を行い、変更税額を

通知するために使用します。 

○個人住民税に関する証明書の発行の際に使用します。 

特定個人情報

の提供・移転 

○提供・移転は行いません。 ○番号法第 19 条第 7 号 別表第二に定める事務に係る

情報照会者に対し特定個人情報の提供を行います。 

○番号法第 9 条第 1 項 別表第一に定める事務を行う部

署に対し特定個人情報の移転を行います。 

２ 津市 個人住民税賦課に関する事務 全項目評価書（案） 

評価書番号・評価書名 

津市は個人住民税賦課に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱い

にあたり、その取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねな

いことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減さ

せるために十分な措置を行い、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に

取り組んでいることを宣言する。  

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言 

【特定個人情報ファイルを取り扱う事務】  
○津市市税条例及びその他市税に関する法律に基づき行う個人住民税賦課に
関する事務のうち、以下のシステム及びファイルを用いる事務。 

【特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム】  
○宛名・口座システム 
○個人住民税システム 
○申告支援システム 
○課税ファイリングシステム 
○eLTAX システム 
○国税連携システム 
○番号連携サーバ 
○中間サーバ 

【特定個人情報ファイル名】  
○宛名・口座特定個人情報ファイル 
○個人住民税特定個人情報ファイル 

【特定個人情報ファイルを取り扱う理由】 
○事務・手続きの簡素化による負担軽減のため 
○個人住民税の賦課事務の効率化のため 
○公平・公正な税負担の実現のため 

【特定個人情報ファイルを取り扱う担当部署】 
○政策財務部市民税課 
○各総合支所の市民福祉課（市民課） 

【特定個人情報ファイルを取り扱う根拠法令】  
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
（番号法）（平成２５年５月３１日法律第２７号） 

Ⅰ 基本情報 

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 

○特定個人情報の入手は番号法ほか関連する法律で定められた範囲で行い、慎重に取り扱います。 

○特定個人情報を入手する際は、通知カード及び個人番号カードの提示を求める等、本人であることの確認を厳格に行います。  

○共用使用するユーザＩＤを付与せず、使用を認められた者に付与するユーザＩＤと生体認証により使用者の認証を厳格に行います。  

○他のシステムとの特定個人情報の接続は、目的を超えて行わないようシステムでアクセス制御します。 

○特定個人情報にアクセスした記録を保存し、必要に応じて確認します。 

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 

【自己点検・監査】  

○担当部署内で、年 1 回以上自己点検を行います。  

○監査担当部署による内部監査を年1回以上実施します。 

【従業者に対する教育・啓発】  

○個人情報保護に関する研修の受講を義務付けます。  

○違反行為者は違反行為の程度によって懲戒の対象とし

ます。 

Ⅳ その他のリスク対策 Ⅴ 開示請求、問合せ 

○パブリックコメント （平成２７年５月２０日～６月１８日） 

○津市情報公開・個人情報保護審査会による点検（７月下旬） 

○国の特定個人情報保護委員会へ提出、公表（７月下旬） 

Ⅵ 評価実施手続 

総務部総務課 文書・公開担当  

政策財務部市民税課 市民税担当  

○開示請求先 

○問合せ先  

１－参考２ 

 津市長 

評価実施機関名 


































































































